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(57)【要約】
　可燃性熱源（１０２）と、可燃性熱源の下流にあるエ
アロゾル形成基体（１０４）と、可燃性熱源の少なくと
も後方部分およびエアロゾル形成基体の少なくとも前方
部分を囲むラッパー（１２６）と、を含むエアロゾル発
生物品（１００）が提供される。複数の虚弱形成物（１
５０）が、可燃性熱源を覆うラッパーの領域に提供され
る。ラッパーは、使用中、複数の虚弱形成物で破裂可能
であって、ラッパーを貫通する複数の開口部を備える換
気領域を形成する。虚弱形成物は、使用中、可燃性熱源
からの燃焼ガスによって生成された圧力の下、ラッパー
が虚弱形成物で破裂するように配置されうる。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアロゾル発生物品であって、
　可燃性熱源と、
　前記可燃性熱源の下流にあるエアロゾル形成基体と、
　前記可燃性熱源の少なくとも後方部分および前記エアロゾル形成基体の少なくとも前方
部分を囲むラッパーと、を含み、
　複数の虚弱形成物が前記可燃性熱源を覆う前記ラッパーの領域上に提供され、前記ラッ
パーが、使用中、前記複数の虚弱形成物で破裂可能であって、前記ラッパーを貫通する複
数の開口部を備える換気領域を形成する、エアロゾル発生物品。
【請求項２】
　前記虚弱形成物の少なくとも１つが、１本以上の虚弱線によって画定される、請求項１
に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項３】
　前記虚弱形成物の少なくとも１つが、２本以上の交差する虚弱線によって画定される、
請求項２に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項４】
　前記複数の虚弱形成物が、ラッパーの厚さの局所的な減少から形成される、請求項１～
３のいずれかに記載のエアロゾル発生物品。
【請求項５】
　各虚弱形成物の円周寸法が、少なくとも約０．５ｍｍであり、約０．５ｍｍ～約２．６
ｍｍであることが好ましく、約０．８ｍｍ～約１．８ｍｍであることがより好ましい、請
求項１～４のいずれかに記載のエアロゾル発生物品。
【請求項６】
　各虚弱形成物の長さが、少なくとも約０．１ｍｍであり、約０．１ｍｍ～約２．１ｍｍ
であることが好ましく、約０．２ｍｍ～約１．８ｍｍであることがより好ましい、請求項
１～５のいずれかに記載のエアロゾル発生物品。
【請求項７】
　隣接する虚弱形成物が、円周状分離によって周方向に、少なくとも約０．５ｍｍ分離さ
れ、約０．５ｍｍ～約２．５ｍｍ分離されることが好ましく、約０．７ｍｍ～約１．５ｍ
ｍ分離されることがより好ましい、請求項１～６のいずれかに記載のエアロゾル発生物品
。
【請求項８】
　隣接する虚弱形成物が、前後方向分離によって長手方向に、少なくとも約０．４ｍｍ分
離され、約０．４ｍｍ～１．８ｍｍ分離されることが好ましく、約０．５ｍｍ～約１．３
ｍｍ分離されることがより好ましい、請求項１～７のいずれかに記載のエアロゾル発生物
品。
【請求項９】
　前記複数の虚弱形成物が、規則的なパターンで提供される、請求項１～８のいずれかに
記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１０】
　前記複数の開口部の総面積が、少なくとも約０．０９平方ミリメートルであり、好まし
くは約０．０９平方ミリメートル～約４０平方ミリメートルであり、より好ましくは約０
．４平方ミリメートル～約３０平方ミリメートルであるように、前記複数の虚弱形成物が
配置される、請求項１～９のいずれかに記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１１】
　前記複数の開口部が、前記ラッパーの外部表面にしるしを形成するように、前記虚弱形
成物が配置される、請求項１～１０のいずれかに記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１２】
　前記ラッパーが熱伝導材料で形成される、請求項１～１１のいずれかに記載のエアロゾ
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ル発生物品。
【請求項１３】
　前記ラッパーが実質的に不透気性である、請求項１～１２のいずれかに記載のエアロゾ
ル発生物品。
【請求項１４】
　前記ラッパーが、前記可燃性熱源の前記長さの少なくとも約５０％に沿って前記可燃性
熱源を囲む、請求項１～１３のいずれかに記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１５】
　前記換気領域が前記可燃性熱源の長さの少なくとも５０％に沿って延在するように、前
記虚弱形成物が前記ラッパー上に提供される、請求項１４に記載のエアロゾル発生物品。
【請求項１６】
　前記ラッパーが、前記可燃性熱源の外部表面と直に接触する、請求項１～１５のいずれ
かに記載のエアロゾル発生物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加熱式喫煙物品などの、電気加熱式エアロゾル発生物品に関連する。詳細に
は、本発明の実施例は、可燃性熱源と、可燃性熱源の下流にあるエアロゾル形成基体と、
可燃性熱源の少なくとも後方部分およびエアロゾル形成基体の少なくとも前方部分を囲む
ラッパーと、を含むエアロゾル発生物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たばこが燃焼するよりはむしろ加熱される多くの喫煙物品が、当技術分野において提唱
されてきた。このような「加熱式」喫煙物品の１つの目的は、従来的な紙巻たばこにおけ
るたばこの燃焼および熱分解によって生成されるタイプの公知の有害な煙成分を低減する
ことである。加熱式喫煙物品の公知の１つのタイプでは、可燃性熱源から、可燃性熱源の
下流に位置する物理的に離れたエアロゾル形成基体への熱の移動によりエアロゾルが生成
される。喫煙中、揮発性化合物は可燃性熱源からの熱伝達によってエアロゾル形成基体か
ら放出され、喫煙物品を通して引き込まれた空気中に混入される。放出された化合物が冷
えるにつれて、これらは、凝縮してユーザーによって吸入されるエアロゾルを形成する。
【０００３】
　エアロゾルを得るのに、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への伝導性熱伝達を確保す
るために、加熱式喫煙物品の可燃性熱源の少なくとも後方部分およびエアロゾル形成基体
の少なくとも前方部分の周りに、熱伝導性要素を含めることは周知である。例えば、ＷＯ
－Ａ２－２００９／０２２２３２号では、可燃性熱源と、可燃性熱源の下流にあるエアロ
ゾル形成基体と、可燃性熱源の後方部分およびエアロゾル形成基体の隣接する前方部分の
周りにあり、それと直に接触する熱伝導性要素とを備えた喫煙物品を開示している。熱伝
導性要素およびエアロゾル形成基体は、紙巻たばこ用紙の外側ラッパーによって囲まれて
いる。使用時、エアロゾル形成基体の前方部分は、隣接した可燃性熱源の後方部分および
熱伝導性要素を通して伝導加熱される。
【０００４】
　たばこが燃焼するよりはむしろ加熱される喫煙物品において、エアロゾル形成基体にお
いて達成される温度は、知覚的に許容されるエアロゾルを生成する能力に顕著な影響を及
ぼす。ユーザーへのエアロゾル送達を最適化するために、一定の範囲内でエアロゾル形成
基体の温度を維持することが典型的には望ましい。可燃性熱源と、可燃性熱源の下流に位
置するエアロゾル形成基体とを備える喫煙物品において、喫煙物品の使用中に、エアロゾ
ル形成基体に対して可燃性熱源が動くことに起因して、エアロゾル形成基体の温度が所望
の範囲外に低下し、それによって、喫煙物品の性能に影響を与えるおそれがある。例えば
、エアロゾル形成基体の温度が低下し過ぎる場合、それはユーザーに送達されるエアロゾ
ルの一貫性および量に不利に影響を与えうる。
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【０００５】
　可燃性熱源を加熱式喫煙物品内の所定の位置に保持する多数の方法が、提案されてきた
。例えば、可燃性熱源とラッパーの間で可燃性熱源の周りに接着剤の層を付加することは
既知である。しかし、使用中に接着剤が燃焼した場合、可燃性熱源が、ラッパーによって
のみ定位置に保持される可能性がある。これにより、ラッパーによって付与される保持力
が十分でない場合、エアロゾル形成基体に対して可燃性熱源が移動する恐れがある。
【０００６】
　可燃性熱源の周りに、しっかりとラッパーを包むこと、または可燃性熱源の全長を囲む
ようにラッパーを伸ばすことも提案されてきた。しかし、両方の場合では、ラッパーが、
空気の供給を制限することにより、熱源の燃焼に不利に影響を与える可能性があり、それ
により、エアロゾル形成基体の温度の低減およびユーザーに送達されるエアロゾルの一貫
性および量に不利な影響をもたらす恐れがある。さらに、可燃性熱源によって生成される
燃焼ガスによって生じる圧力が、しっかりと包まれるラッパーの後方で強まる可能性があ
る。これにより、可燃性熱源とラッパーの間に空気ギャップを生成する可能性があり、そ
れにより、ラッパーによって使用中に付与される保持力を低減し、ことによるとエアロゾ
ル形成基体に対し可燃性熱源の移動をもたらす。ラッパーが、熱電導性要素を含む場合、
可燃性熱源とラッパーの間の空気ギャップは、熱電導性要素による可燃性熱源からエアロ
ゾル形成基体への伝導性熱伝達に不利に影響する可能性があり、ひいては喫煙物品の性能
に不利に影響する可能性がある。場合によっては、しっかりと包まれるラッパーの後方で
燃焼ガスによって生じる圧力は、ラッパーまたは可燃性熱源に損傷を与えるのに十分であ
り得る。
【０００７】
　可燃性熱源からエアロゾル形成基体への伝導性熱伝達に、ひいては喫煙物品の性能に悪
影響を及ぼさず、または該悪影響を低減しつつ、好ましく可燃性熱源の保持を改善したエ
アロゾル発生物品を提供することが望ましいであろう。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、可燃性熱源と、可燃性熱源の下流のエアロゾル形成基体
と、可燃性熱源の少なくとも後方部分およびエアロゾル形成基体の少なくとも前方部分を
囲むラッパーとを備え、複数の虚弱形成物が可燃性熱源を覆うラッパーの領域に提供され
、そのラッパーが複数の虚弱形成物で使用中に破裂可能で、ラッパーを貫通する複数の開
口部を備える換気領域を形成することが可能なエアロゾル発生物品を提供する。
【０００９】
　有利なことに、この構成で、ラッパーは、可燃性熱源に十分な空気の供給を可能にし、
使用中熱源によって生成された燃焼ガスが複数の開口部を通って逃げることを可能にする
と同時に、可燃性熱源の周りにしっかりと付与されて、それを正しい位置に保持すること
ができる。これにより、伝導性熱が熱源からエアロゾル形成基体へ確実に伝達し、その結
果、エアロゾル発生物品の性能が維持される。それによりまた、可燃性熱源の周りに接着
剤が付与されることを不要にすることができ、そうして、製造を単純化することができる
。実施例によっては、ラッパーが、例えば、燃焼ガスによって発生した圧力下で虚弱形成
物で破裂するように、虚弱形成物を配置する。これにより、有利なことに、ユーザーに過
度の負荷を掛けずに、使用中に可燃性熱源を換気することができる。さらに、ラッパーが
破裂可能であって、複数の開口部を形成する虚弱形成物を提供することによって、ラッパ
ーは、例えば、輸送中および保管中に熱源によって大気から吸収される水分量を制限する
ために、破裂の前にバリアを形成する。水分は、熱源の加熱性能を妨げる可能性があるの
で、熱源によって吸収される水分量を制限することは、エアロゾル発生物品の性能に有利
な影響をもたらしうる。
【００１０】
　本明細書に用いる場合、「虚弱形成物」という用語は、所定の位置でラッパーの破裂ま
たは破損を容易にして、所定の形状および寸法で開口部を形成するよう構成されるラッパ
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ーの構造的な弱さを指す。構造的な弱さは、例えば、その部分の、材料の一部の除去また
は破壊、例えば、レーザー切除または他の方法を介して、あるいは材料を除去せずに機械
的プレスまたは機械的な圧延を介して形成されてもよい。「虚弱形成物」という用語は、
それに沿ってラッパー材料が弱くされている虚弱線およびそれにわたってラッパー材料が
除去されている虚弱領域を含む。
【００１１】
　「上流」および「前方」、ならびに「下流」および「後方」という用語は、本明細書に
使用される場合、その使用時にエアロゾル発生物品を通って空気が流れる方向に関連して
、エアロゾル発生物品の構成要素または構成要素の一部分の相対的位置を説明するために
使用される。本発明によるエアロゾル発生物品は、使用時にユーザーに送達するためにエ
アロゾルがエアロゾル発生物品を抜け出る近位端を備える。エアロゾル発生物品の近位端
は口側の端または下流端と呼ばれることもある。使用時、ユーザーはエアロゾル発生物品
の口側の端を吸う。口側の端は遠位端の下流である。可燃性熱源は遠位端に、またはその
近くに位置する。エアロゾル発生物品の遠位端は上流端と呼ばれることもある。喫煙物品
の構成要素または構成要素の一部分は、喫煙物品の近位端と喫煙物品の遠位端との間のそ
れらの相対的位置に基づいて互いの上流または下流にあると記述されてもよい。エアロゾ
ル発生物品の構成要素の前方または構成要素の一部は、エアロゾル発生物品の上流端に最
も近い端部の部分である。エアロゾル発生物品の構成要素の後方または構成要素の一部は
、エアロゾル発生物品の下流端に最も近い端部の部分である。可燃性熱源の後方部分は可
燃性熱源の下流端にある可燃性熱源の一部分である。エアロゾル形成基体の前方部分は、
エアロゾル形成基体の上流端のエアロゾル形成基体の一部分である。
【００１２】
　特定の好ましい実施形態では、虚弱形成物の少なくとも１つが、１本以上の虚弱線によ
って画定される。複数の虚弱形成物は、それぞれが１本以上の虚弱線によって画定されて
もよい。虚弱形成物は、例えば、厚さが局所的に減少するラッパー領域などの虚弱領域に
よって画定されてもよい。虚弱形成物の少なくとも１つは、所望の開口形状の周囲または
その周囲の一部に沿って延在する単一虚弱線によって画定されてもよい。こうした実施例
では、虚弱線は、例えば、直線、曲線または凹凸線、閉形状、または任意のその組み合わ
せなど、任意の好適な形状をしてもよい。実施例によっては、少なくとも虚弱形成物の１
つが、２本以上の虚弱線によって画定されてもよい。２本以上の虚弱線は、所望の開口形
状の周囲またはその周囲の一部に沿って延在してもよい。２本以上の虚弱線は、組み合わ
せて、所望の開口形状の周囲またはその周囲の一部を画定してもよい。虚弱形成物の少な
くとも１つは、弱くない中央領域から分岐する複数の虚弱線によって画定されてもよい。
【００１３】
　虚弱形成物の少なくとも１つが２本以上の虚弱線によって画定される場合、その２本以
上の虚弱線は、実質的に同じ寸法であってもよい。２本以上の虚弱線のうちの１本以上の
寸法が、異なってもよい。
【００１４】
　虚弱形成物の少なくとも１つが、１本以上の虚弱線によって画定される場合、１本以上
の虚弱線が、ラッパーの厚さを貫通しないことが好ましい。こうした構成により、ラッパ
ーは、虚弱形成物によって画定される領域においてでさえ、破裂の前にバリアを形成して
もよい。
【００１５】
　本明細書で使用される場合、「虚弱線」という用語は、それに沿って、ラッパー材料が
弱められて、所望の線に沿って、ラッパーの破裂または破損を容易にするラッパー内の線
を指す。
【００１６】
　特定の好ましい実施形態では、少なくとも虚弱形成物の１つが、２本以上の交差する虚
弱線によって画定される。これにより、十分な大きさの開口部が、エアロゾル発生物品の
使用の前に、ラッパーの強さに著しい影響を与えることなく虚弱線によって画定されるこ
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とが可能になり得る。複数の虚弱形成物は、それぞれ２本以上の交差する直線によって画
定されてもよい。こうした実施例では、虚弱線は、例えば、直線、曲線または凹凸線、閉
形状、または任意のその組み合わせなど、任意の好適な形状をしてもよい。２本以上の交
差する直線は、それぞれの長さに沿って、任意の好適な位置で互いに交差してもよい。こ
れは、虚弱形成物においてラッパーの破裂によって形成される開口部の所望の形状による
。２本以上の交差する虚弱線は、結果としての虚弱形成物が開口形状を有するように配置
されることが好ましい。すなわち、２本以上の交差する直線は、ラッパーのいずれの部分
も完全に囲むように組み合わせない。この構成により、ラッパーの破裂した部分は、複数
の開口部が形成された後、エアロゾル発生物品に結合されたままでいることができる。こ
れにより、残屑の生成を回避することができる。
【００１７】
　複数の虚弱形成物は、ラッパーの厚さの局所的な減少で生成されてもよい。こうした実
施形態では、厚さの局所的な減少は、レーザー切除によるなど、材料の除去を介して達成
されてもよい。厚さの局所的な減少は、圧延または傷付けによるなど、ラッパーの機械的
な変形を介して達成されてもよい。
【００１８】
　虚弱形成物は、複数の穿孔によって画定されてもよい。
【００１９】
　虚弱形成物は、任意の好適な寸法であってもよい。
【００２０】
　特定の実施形態では、虚弱形成物の１つ以上の円周寸法は、少なくとも約０．５ｍｍで
あり、約０．５ｍｍ～約２．６ｍｍであることが好ましく、約０．８ｍｍ～約１．８ｍｍ
であることがより好ましい。各虚弱形成物の円周寸法は、少なくとも約０．５ｍｍである
ことが好ましく、約０．５ｍｍ～約２．６ｍｍであることが好ましく、約０．８ｍｍ～約
１．８ｍｍであることがより好ましい。
【００２１】
　特定の実施形態では、虚弱形成物の１つ以上の長さは、少なくとも約０．１ｍｍであり
、約０．１ｍｍ～２．１ｍｍであることが好ましくは、約０．２ｍｍ～約１．８ｍｍであ
ることがより好ましくてもよい。各虚弱形成物の長さは、少なくとも約０．１ｍｍである
ことが好ましく、約０．１ｍｍ～約２．１ｍｍであることが好ましく、約０．２ｍｍ～約
１．８ｍｍであることがより好ましい。
【００２２】
　各虚弱形成物の長さは、その円周寸法より短いことが好ましい。これは、その円周寸法
より長さが長い虚弱形成物に比べたラッパーの周方向の張力により、ラッパーの破裂に対
する抵抗を向上する助けになりうる。
【００２３】
　虚弱形成物は、任意の好適な円周状分離によって周方向に分離されてもよい。特定の実
施形態では、隣接する虚弱形成物は、少なくとも約０．５ｍｍ、好ましくは約０．５ｍｍ
～約２．５ｍｍ、より好ましくは約０．７ｍｍ～約１．５ｍｍの円周状分離によって周方
向に分離される。
【００２４】
　虚弱形成物は、任意の好適な前後方向分離によって長手方向に分離されてもよい。特定
の実施形態では、隣接する虚弱形成物は、少なくとも約０．４ｍｍであり、好ましくは約
０．４ｍｍ～１．８ｍｍ、より好ましくは約０．５ｍｍ～約１．３ｍｍの前後方向分離に
よって長手方向に分離される。
【００２５】
　本明細書に使用される「円周状分離」および「前後方向分離」という用語は、それぞれ
周方向および長手方向の２つの隣接する虚弱形成物の間の最小距離を意味するために使用
される。
【００２６】
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　複数の虚弱形成物は、不規則な方法で配置されてもよい。特定の好ましい実施形態では
、複数の虚弱形成物は、規則的なパターンで提供される。この構成により、ラッパーが、
複数の虚弱形成物に沿って破裂する場合、結果としての複数の開口部は、規則的なパター
ンで配置される。これは、均質な可燃性熱源の換気をもたらすことができるので有利であ
る。均質な可燃性熱源の換気は、ガス圧の急な局所的増加を防ぐことができる。また、熱
源温度の急な局所的増加も防ぐことができる。
【００２７】
　本明細書に使用される「規則的なパターン」という用語は、虚弱形成物の一貫して間隔
が空いた配列を備えるパターンを意味するために使用される。例えば、虚弱形成物は、規
則的なストライプ状、規則的な格子状または方形状、規則的なレンガ状、規則的な点状ま
たは斑紋状、規則的なハニカム状または亀甲状あるいは任意の他の規則的な英数字、絵文
字または幾何学状でラッパー上に設けられてもよい。
【００２８】
　特定の好ましい実施形態では、複数の虚弱形成物が、複数の開口部の総面積が少なくと
も約０．０９平方ミリメートルであるように構成され、約０．０９平方ミリメートル～約
４０平方ミリメートルであるように構成されることが好ましく、約０．４平方ミリメート
ル～約３０平方ミリメートルであるように構成されることがより好ましい。こうした構成
により、ラッパーの強度に顕著な影響を及ぼすことなく、可燃性熱源に十分な換気を供給
することが分かってきた。
【００２９】
　特定の実施形態では、虚弱形成物は、複数の開口部がラッパーの外部表面に目に見える
しるしを形成するように構成されてもよい。本明細書に使用される「目に見えるしるし」
という用語は、個々の視覚的な要素、または審美的に心地良いもしくは情報を与える表現
を提供する反復的な要素またはパターンを指す。しるしは、テキスト、画像、文字、語句
、ロゴ、パターンまたはその組み合わせの形態としうる。しるしは、消費者がエアロゾル
発生物品の種類や出所を識別できるような、ブランドまたは製造元のロゴを含みうる。し
るしは、例えば、エアロゾル発生物品を使う準備ができているとユーザーに知らせる情報
をユーザーに提供することができる。使用中の可燃性熱源からの発光は、複数の開口部か
ら見ることができる。これにより、しるしの可視化を高めることができる。
【００３０】
　ラッパーは任意の適切な材料を含んでもよい。特定の実施形態では、ラッパーは、熱電
導性材料を含んでもよい。ラッパーは、熱電導性材料で形成されてもよい。こうした実施
形態では、ラッパーは、可燃性熱源とエアロゾル形成基体との間を延在する熱電導性要素
を形成してもよい。熱伝導性要素は、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への伝導性熱伝
達を向上する。
【００３１】
　本明細書で使用される場合、「熱伝導材料」という用語は、２３℃で少なくとも約１０
Ｗ／メートル・ケルビン（Ｗ／（ｍＫ））のバルク熱伝導率、および改良された非定常平
面熱源（ＭＴＰＳ）法を使用して測定した相対湿度５０％を持つ材料を記述するために使
用される。好ましい実施形態では、ラッパーは、少なくとも約５０Ｗ／メートル・ケルビ
ン、より好ましくは少なくとも約１００Ｗ／メートル・ケルビン、最も好ましくは少なく
とも約１５０Ｗ／ケルビン・メートルのバルクの熱伝導率を有する熱電導性材料から形成
される。
【００３２】
　ラッパーは、虚弱形成物が破裂する前に空気を制限していてもよい。言い換えれば、ラ
ッパーは、使用前にラッパーを通る空気の通路を抑制または抵抗してもよい。
【００３３】
　特定の好ましい実施形態では、ラッパーは実質的に不透気性である。すなわち、ラッパ
ーは、実質的に不透気性である１つ以上の材料で形成される。こうした構成により、ラッ
パーは、可燃性熱源の周りに実質的に密閉したバリアを形成する。これにより、ラッパー
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を通して可燃性熱源によって大気から水分を吸収することを実質的に防ぐことができる。
【００３４】
　ラッパーは、可燃性熱源の少なくとも後方部分を囲む。ラッパーは、可燃性熱源の長さ
の少なくとも約５０％に沿って可燃性熱源を囲むことが好ましい。例えば、ラッパーは、
可燃性熱源の長さの少なくとも約６０％、可燃性熱源の長さの少なくとも約７０％、可燃
性熱源の長さの少なくとも約８０％、または可燃性熱源の長さの少なくとも約９０％に沿
って可燃性熱源を囲んでもよい。可燃性熱源の長さのより長い範囲に沿って延在すること
によって、ラッパーは、機械的に可燃性熱源を保護することができ、エアロゾル形成基体
に対する所定の位置に可燃性熱源を保持することができる。ラッパーが、使用中に破裂可
能であって、ラッパーを貫通する複数の開口部を備える換気領域を形成する虚弱形成物の
存在によって、ラッパーは、エアロゾル発生物品の性能に不利に影響を及ぼすことなくそ
の他の方法で可能であるより、可燃性熱源の長さに沿ってさらに延在することができる。
【００３５】
　ラッパーが、可燃性熱源の長さの少なくとも約５０％に沿って可燃性熱源を囲む場合、
換気領域は、可燃性熱源の長さの５０％より短い長さに沿って延在してもよい。ラッパー
が可燃性熱源の長さの少なくとも約５０％に沿って可燃性熱源を囲む好ましい実施形態で
は、換気領域も可燃性熱源の長さの少なくとも約５０％に沿って延在するように、虚弱形
成物がラッパー上に提供される。
【００３６】
　上述の実施形態のいずれにおいても、換気領域が、可燃性熱源を覆うラッパーの領域ほ
ぼ全長に沿って延在するように、虚弱形成物がラッパー上に提供されてもよい。
【００３７】
　ラッパーは、１つ以上の中間構成要素を介して可燃性熱源の外部表面と間接的に接触し
てもよい。ラッパーは、可燃性熱源の外部表面と直に接触してもよい。ラッパーは、可燃
性熱源を覆うラッパーの領域のほぼ全長に沿って可燃性熱源の外部表面と直に接触しても
よい。
【００３８】
　本明細書で使用される場合、「長手方向」および「軸方向」という用語は、エアロゾル
発生物品またはエアロゾル発生物品の構成要素の向かい合う上流端と下流端との間の方向
を記述するために使用される。
【００３９】
　本明細書で使用される場合、「長さ」という用語は、可燃性熱源などのエアロゾル発生
物品の構成要素の、またはエアロゾル発生物品自体の長手方向での最大寸法を記述するた
めに使用される。すなわち、構成要素のまたはエアロゾル発生物品自体の向かい合う上流
端と下流端との間の方向の最大寸法である。
【００４０】
　本明細書に使用される場合、「半径方向」および「横断方向」という用語は、長手方向
に対して垂直な方向を記述するために使用される。すなわち、可燃性熱源などのエアロゾ
ル発生物品の構成要素の、またはエアロゾル発生物品自体の向かい合う上流端と下流端と
の間の方向に対する垂直な方向である。
【００４１】
　本明細書で使用される場合、「内部表面」および「外部表面」という用語は、それぞれ
、エアロゾル発生物品の構成要素の半径方向に内側の表面、および半径方向に外側の表面
を意味する。
【００４２】
　本明細書で使用される場合、「直径」という用語は、可燃性熱源などのエアロゾル発生
物品の構成要素の、またはエアロゾル発生物品自体の横断方向での最大寸法を表す。
【００４３】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体を加熱する可燃性熱源を備え
る。可燃性熱源は、固体の熱源であることが好ましく、また炭素や、アルミニウム、マグ
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ネシウム、１つ以上の炭化物、１つ以上の窒化物およびその組み合わせを含む、炭素ベー
スの材料を含むがこれに限定されない、適切な任意の可燃性燃料を備えうる。加熱式喫煙
物品のための固体の可燃性熱源、およびこうした熱源を製造するための方法は、当技術分
野で公知であり、例えば、ＵＳ－Ａ－５，０４０，５５２号およびＵＳ－Ａ－５，５９５
，５７７号に記載がある。典型的には、加熱式喫煙物品のための公知の固体の可燃性熱源
は、炭素ベースであり、すなわち、主要な可燃材料として炭素を備える。
【００４４】
　可燃性熱源は、可燃性の炭素質熱源であってもよい。
【００４５】
　可燃性熱源は、ブラインド可燃性熱源であることが好ましい。
【００４６】
　本明細書に使用される場合、「ブラインド」という用語は、可燃性熱源の前端面から後
端面まで延在する任意の気流チャネルを含まない熱源を記述する。本明細書に使用される
場合、「ブラインド」という用語は、可燃性熱源の前端面から可燃性熱源の後端面まで延
在する１つ以上の気流チャネルを含む可燃性熱源を記述するためにも使用され、その場合
、可燃性熱源の後端面とエアロゾル形成基体バリアとの間の可燃性の実質的に不透気性の
バリアが、空気が可燃性熱源の長さに沿って１つ以上の気流チャネルを通して引き込まれ
るのを阻止する。
【００４７】
　１つ以上の閉じた空気通路の封入は、空気からの酸素に曝露されるブラインド可燃性熱
源の表面積を増加させ、ブラインド可燃性熱源の点火および燃焼の持続を有利に容易にし
うる。
【００４８】
　ブラインド可燃性熱源を含む本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル発生物品
を通って空気を１つ以上の気流経路の中へと引き込むための可燃性熱源の後端面の下流に
ある１つ以上の空気吸込み口を備える。非ブラインド可燃性熱源を備える本発明によるエ
アロゾル発生物品は、エアロゾル発生物品を通って１つ以上の気流経路の中へと空気を引
き込むための可燃性熱源の後端面の下流の１つ以上の空気吸込み口も備えてもよい。
【００４９】
　実施形態によっては、ブラインド可燃性熱源を含む本発明によるエアロゾル発生物品は
、エアロゾル形成基体の下流端の近くに位置する１つ以上の空気吸込み口を備える。
【００５０】
　使用において、ブラインド可燃性熱源を含む本発明によるエアロゾル発生物品の１つ以
上の気流経路に沿って引き込まれた空気は、ブラインド可燃性熱源に沿ったいかなる気流
チャネルも通過しない。ブラインド可燃性熱源を通しての任意の気流チャネルの欠如は、
ユーザーがたばこを吸う間のブラインド可燃性熱源の燃焼の活性化を有利に実質的に阻止
または抑制する。これは、ユーザーがたばこを吸う間、エアロゾル形成基体の温度におけ
るスパイクを実質的に阻止または抑制する。ブラインド可燃性熱源の燃焼の活性化を阻止
または抑制すること、およびそのようにしてエアロゾル形成基体における過剰な温度上昇
を阻止または抑制することによって、激しくたばこを吸う状況下でエアロゾル形成基体の
燃焼または熱分解が有利に回避されうる。加えて、主流エアロゾルの組成物へのユーザー
のたばこを吸う状況の影響は、有利に最小にされ、または減少されうる。
【００５１】
　また、ブラインド可燃性熱源の封入は、ブラインド可燃性熱源の点火および燃焼の間に
形成される燃焼および分解生成物並びにその他の材料が、その使用中、本発明によるエア
ロゾル発生物品を介して吸い込まれる空気に入るのを有利に実質的に阻止または抑制しう
る。これは、ブラインド可燃性熱源がブラインド可燃性熱源の点火または燃焼を補助する
ために１つ以上の添加剤を含む場合、特に有益である。
【００５２】
　ブラインド可燃性熱源を含む本発明によるエアロゾル発生物品において、ブラインド可
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燃性熱源からエアロゾル形成基体への熱伝達は、伝導によって主に生じる。強制対流によ
るエアロゾル形成基体の加熱は最小にされる、または減少される。強制対流によるエアロ
ゾル形成基体の加熱は最小にされる、または減少される。これは、本発明による物品の主
流エアロゾルの組成物へのユーザーのたばこを吸う状況の影響を最小にする、または減少
させるのに有利に役立ちうる。
【００５３】
　ブラインド可燃性熱源を含む本発明によるエアロゾル発生物品において、可燃性熱源と
エアロゾル形成基体との間の伝導性熱伝達を最適化することは、特に重要である。以下に
さらに記述されるように、強制対流によるエアロゾル形成基体の何らかの加熱があっても
わずかである場合、本発明によるブラインド熱源を含むエアロゾル発生物品では、可燃性
の炭素質熱源の少なくとも後方部分およびエアロゾル形成基体の少なくとも前方部分の周
りに１つ以上の熱伝導性要素を含むことが特に好ましい。
【００５４】
　本発明の特定の実施形態では、可燃性熱源は、熱源を通して１つ以上の気流経路を提供
する少なくとも１つの長手方向の気流チャネルを備える。「気流チャネル」という用語は
本明細書において、エアロゾル発生物品を通して空気が引き出されうる、熱源の長さに沿
って延在するチャネルを記述するために使用される。１つ以上の長手方向の気流チャネル
を含むこのような熱源は、本明細書では「非ブラインド」熱源と呼ばれる。
【００５５】
　少なくとも１つの長手方向の気流チャネルの直径は、約１．５ｍｍ～約３ｍｍの間であ
ってもよく、約２ｍｍ～約２．５ｍｍであることがより好ましい。ＷＯ－Ａ－２００９／
０２２２３２号により詳細に記述されるように、少なくとも１つの長手方向の気流チャネ
ルの内側表面は、部分的に被覆されてもよく、または完全に被覆されてもよい。
【００５６】
　本明細書に使用される場合、「エアロゾル形成基体」という用語は、エアロゾルを形成
することができる揮発性化合物を加熱に応じて放出することができる基体を記述するため
に使用される。本発明によるエアロゾル発生物品のエアロゾル形成基体から生成されるエ
アロゾルは、見えても、または見えなくてもよく、蒸気（例えば、気状である物質の微粉
は室温にて通常、液体または固体である）、ならびに気体および凝縮された蒸気の液体の
小滴を含んでもよい。
【００５７】
　エアロゾル形成基体は固体のエアロゾル形成基体であってもよい。別の方法として、エ
アロゾル形成基体は、固体および液体の両方の構成要素を備えうる。エアロゾル形成基体
は、加熱に伴い基体から放出される揮発性のたばこ風味化合物を含む、たばこ含有材料を
含みうる。別の方法として、エアロゾル形成基体は、非たばこ材料を含みうる。エアロゾ
ル形成基体は、さらに１つ以上のエアロゾル形成体を含みうる。適切なエアロゾル形成体
の例は、グリセリンおよびプロピレングリコールを含むが、これに限定されない。
【００５８】
　エアロゾル形成基体はたばこ含有材料を含むロッドであってもよい。
【００５９】
　エアロゾル形成基体が固体のエアロゾル形成基体である場合、固体のエアロゾル形成基
体は、薬草の葉、たばこ葉、たばこの茎の断片、再構成たばこ、均質化したたばこ、押し
出し成形たばこおよび膨化たばこのうち１つ以上を含む、例えば、粉末、顆粒、ペレット
、断片、スパゲッティ状より糸、細片またはシートのうち１つ以上を含みうる。固体エア
ロゾル形成基体は、容器に入っていない形態にしてもよく、または適切な容器またはカー
トリッジ内に提供されてもよい。例えば、固体エアロゾル形成基体のエアロゾル形成材料
は、紙またはその他のラッパー内に含まれ、かつプラグの形態を持ちうる。エアロゾル形
成基体がプラグの形態である場合、任意のラッパーを含めてプラグ全体がエアロゾル形成
基体であると考えられる。
【００６０】
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　随意に、固体エアロゾル形成基体は、その固体エアロゾル形成基体の加熱に伴い放出さ
れる追加的なたばこまたは非たばこ揮発性風味化合物を含みうる。固体エアロゾル形成基
体はまた、例えば、追加的なたばこまたは非たばこ揮発性風味化合物を含むカプセルを含
みうるが、こうしたカプセルは、固体エアロゾル形成基体の加熱中に溶ける。
【００６１】
　随意に、固体のエアロゾル形成基体は、熱的に安定な担体上に提供されてもまたはその
中に包埋されてもよい。担体は、粉末、顆粒、ペレット、断片、スパゲッティ状より糸、
細片またはシートの形態をとってもよい。固体のエアロゾル形成基体は、例えば、シート
、泡、ゲルまたはスラリーの形態で担体の表面上に沈着してもよい。固体のエアロゾル形
成基体は、担体の全表面上に沈着してもよく、または別の方法として、使用中に均一でな
い風味送達を提供するために一定のパターンにおいて沈着してもよい。
【００６２】
　エアロゾル形成基体は、紙またはその他のラッパーによって取り囲まれる加熱に反応し
て揮発性化合物を発することができる材料を含むプラグまたはセグメントの形態としうる
。エアロゾル形成基体がこのようなプラグまたはセグメントの形態である場合、任意のラ
ッパーを含むプラグまたはセグメントの全体は、エアロゾル形成基体であると見なされる
。
【００６３】
　エアロゾル形成基体の長さは約５ｍｍ～約２０ｍｍであることが好ましい。特定の実施
形態では、エアロゾル形成基体の長さは、約６ｍｍ～約１５ｍｍ、または約７ｍｍ～約１
２ｍｍであってもよい。
【００６４】
　エアロゾル形成基体はプラグラップに包まれるたばこ由来材料のプラグを備えてもよい
。好ましい実施形態では、エアロゾル形成基体はプラグラップに包まれる均質化したたば
こ由来材料のプラグを備える。
【００６５】
　上記の実施形態のいずれかにおいて、可燃性熱源およびエアロゾル形成基体は、隣接す
る同軸配列であってもよい。本明細書に使用される場合、「隣接する」および「隣接」と
いう用語は、別の構成要素、または構成要素の部分に直に接触する構成要素、または構成
要素の部分を記述するために使用される。これは、可燃性熱源が、その後方面およびエア
ロゾル形成基体との間に、エアロゾル形成基体と直に接触する非可燃性バリアを含む実施
形態を含む。
【００６６】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、可燃性熱源の少なくとも後方部分とエアロゾル形
成基体の少なくとも前方部分との両方の周りにある、およびそれらと直に接触した熱伝導
性要素を備えてもよい。このような実施形態において、熱伝導性要素は、本発明によるエ
アロゾル発生物品の可燃性熱源とエアロゾル形成基体との間に熱リンクを提供し、有利な
ことに容認可能なエアロゾルを提供するために可燃性熱源からエアロゾル形成基体への適
切な熱伝達を容易にするのに役立つ。
【００６７】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、熱伝導性要素と、可燃性熱源およびエアロゾル形
成基体の一方または両方との間に直接接触がないように、可燃性熱源およびエアロゾル形
成基体の一方または両方から間隙を介した熱伝導性要素を備えうる。
【００６８】
　エアロゾル発生物品が可燃性熱源の少なくとも後方部分およびエアロゾル形成基体の少
なくとも前方部分の周りに熱伝導性要素を含む場合、熱伝導性要素は、ラッパーで形成さ
れうる。例えば、ラッパーは、１つ以上の熱伝導性要素で形成された熱導電材料の１つ以
上の層を含んでもよい。
【００６９】
　熱伝導性要素は、不燃性であることが好ましい。特定の実施形態において、熱伝導性要
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素は酸素制限性としうる。言い換えれば、１つ以上の熱伝導性要素は、熱伝導性要素を通
る酸素の通過を抑制または抵抗しうる。
【００７０】
　適切な熱伝導シート材料としては、金属箔ラッパー（例えば、アルミ箔ラッパー、鋼鉄
ラッパー、鉄箔ラッパー、および銅箔ラッパーなど）、および金属合金箔ラッパーが挙げ
られるが、これらに限定されない。
【００７１】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流にある移動要素または
スペーサー要素をさらに含んでいてもよい。こうした要素は、エアロゾル形成基体の下流
に位置する中空管の形態をとりうる。
【００７２】
　移動要素はエアロゾル形成基体およびマウスピースの一方または両方に隣接してもよい
。あるいは、移動要素はエアロゾル形成基体およびマウスピースの一方または両方から間
隙を介していてもよい。
【００７３】
　移動要素の封入は、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への熱伝達によって生成される
エアロゾルの冷却を有利に可能にする。移動要素の包含は、エアロゾル発生物品の全長を
、移動要素の長さの適切な選択により所望の値、例えば従来の紙巻たばこの長さに類似し
た長さに調整することも有利に可能にする。
【００７４】
　移動要素の長さは、約７ｍｍ～約５０ｍｍ、例えば約１０ｍｍ～約４５ｍｍ、または約
１５ｍｍ～約３０ｍｍであってもよい。移動要素の長さは、エアロゾル発生物品の所望の
全長およびエアロゾル発生物品内のその他の成分の存在および長さに依存して、その他の
長さであってもよい。
【００７５】
　移動要素は少なくとも１つの端の開いた管状中空体を備えることが好ましい。このよう
な実施形態では、使用において、エアロゾル発生物品の中へと引き込まれる空気は、それ
がエアロゾル形成基体からエアロゾル発生物品の遠位端へエアロゾル発生物品を通って下
流に通過する時に、少なくとも１つの端の開いた管状中空体を通って通過する。
【００７６】
　移動要素は、可燃性熱源からエアロゾル形成基体への熱の移動によって生成されるエア
ロゾルの温度で実質的に熱安定している１つ以上の適切な材料から形成される少なくとも
１つの端の開いた管状中空体を含んでいてもよい。適切な材料は当技術分野で公知であり
、紙、ボール紙、プラスチック、このような酢酸セルロース、セラミックおよびこれらの
組み合わせを含むが限定されない。
【００７７】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流にあるエアロゾル冷却
要素または熱交換器を含んでもよい。エアロゾル冷却要素は複数の長手方向に延在する流
路を含んでもよい。エアロゾル発生物品が、エアロゾル形成基体の下流の移動要素を含む
場合、エアロゾル冷却要素は、移動要素の下流にあることが好ましい。
【００７８】
　エアロゾル冷却要素は、金属箔、重合体材料および実質的に非多孔性の紙またはボール
紙から成る群より選択される材料シートの集合体を含んでもよい。特定の実施形態では、
エアロゾル冷却要素は、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニ
ル（ＰＶＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、酢酸セル
ロース（ＣＡ）およびアルミ箔から成る群より選択される材料シートの集合体を含んでも
よい。
【００７９】
　特定の好ましい実施形態では、エアロゾル冷却要素は、ポリ乳酸（ＰＬＡ）またはＭａ
ｔｅｒ－Ｂｉ（登録商標）の等級（デンプンベースのコポリエステルの市販のファミリー
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）などの生物分解性高分子材料のシートの集合体を含んでもよい。
【００８０】
　エアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の下流かつエアロゾル発生物品の下流端に
位置するマウスピースを含むことが好ましい。マウスピースはフィルターを含んでもよい
。例えば、マウスピースは１つ以上のセグメントを持つフィルタープラグを備えうる。マ
ウスピースがフィルタープラグを備える場合、フィルタープラグは単一のセグメントフィ
ルタープラグであることが好ましい。フィルタープラグは、酢酸セルロース、紙、もしく
はその他の適切な既知の濾過材料、またはその組み合わせを含む１つ以上のセグメントを
含みうる。フィルタープラグは、濾過効率の低い濾過材料を含むことが好ましい。
【００８１】
　本発明によるエアロゾル発生物品は、ロッドの形態に組み立てられる複数の要素を備え
うる。
【００８２】
　「エアロゾル発生物品」という用語は本明細書で使用される時、エアロゾルを形成する
ことができる揮発性化合物を放出する能力を有するエアロゾル形成基体を含む物品を意味
するために使用される。エアロゾル発生物品は、エアロゾル形成基体の燃焼を用いずに揮
発性化合物を放出する物品である、不燃性エアロゾル発生物品であってもよい。エアロゾ
ル発生物品は、エアロゾルを形成できる揮発性化合物を放出するために、燃焼ではなく加
熱されることが意図されるエアロゾル形成基体を含むエアロゾル発生物品である、加熱式
エアロゾル発生物品としうる。加熱式エアロゾル発生物品は、エアロゾル発生物品の部品
を形成する搭載型の加熱手段を備えてもよく、または別個のエアロゾル発生装置の部品を
形成する外部ヒーターとの相互作用をするように構成されてもよい。
【００８３】
　エアロゾル発生物品は喫煙物品としうる。エアロゾル発生物品は、ユーザーの口を通っ
てユーザーの肺に直接吸入可能なエアロゾルを生成する喫煙物品としてもよい。エアロゾ
ル発生物品は、紙巻たばこなどの従来の喫煙物品と似ていてもよい。エアロゾル発生物品
は、たばこを含みうる。エアロゾル発生物品は、使い捨てとしてもよい。エアロゾル発生
物品は、部分的に再利用可能であり、補充可能または交換可能なエアロゾル形成基体を備
えるものとしうる。
【００８４】
　エアロゾル発生物品は、形状において実質的に円筒状でもよい。エアロゾル発生物品は
、実質的に細長くてもよい。エアロゾル形成基体は、実質的に円筒形の形状であってもよ
い。エアロゾル形成基体は、実質的に細長くてもよい。エアロゾル形成基体は、エアロゾ
ル形成基体の長さがエアロゾル発生物品内の気流の方向と実質的に平行であるように、エ
アロゾル発生物品内に位置しうる。
【００８５】
　移動するセクションまたは要素は実質的に細長くてもよい。
【００８６】
　エアロゾル発生物品は、所望の任意の長さを持ちうる。例えば、エアロゾル発生物品の
全長は、およそ６５ｍｍ～およそ１００ｍｍとしうる。エアロゾル発生物品は、所望の任
意の外径を持ちうる。例えば、エアロゾル発生物品の外径は、およそ５ｍｍ～およそ１２
ｍｍとしうる。
【００８７】
　エアロゾル発生物品は、例えば、低い空気浸透性を持つ紙巻たばこ用紙の外側ラッパー
によって囲まれうる。別の方法としてまたは追加的に、マウスピースはチッピングペーパ
ーによって囲まれてもよい。
【００８８】
　当然ながら、本発明の任意の態様において説明および定義された様々な特徴の特定の組
み合わせを、独立して実施および／または供給および／または使用することもできる。
　本発明を、添付図面を参照しながら、例証としてのみであるがさらに説明する。
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【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】図１は、本発明による喫煙物品の第１の実施形態の概略的な長手方向の断面図を
示す。
【図２Ａ】図２Ａは、第１の実施例による複数の虚弱形成物を備えるラッパーを有する図
１の喫煙物品の多区分構成要素の概略側面斜視図を示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第１の実施例による複数の虚弱形成物を備えるラッパーを有する図
１の喫煙物品の多区分構成要素の概略側面斜視図を示す。
【図２Ｃ】図２Ｃは、図２Ａおよび２Ｂの多区分構成要素のラッパーの拡大図を示す。
【図３】図３は、キャップが除去され、ラッパーが破裂して、換気領域を形成する図１の
喫煙物品の概略側面斜視図を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、第２の実施例による複数の虚弱形成物を有する図１の喫煙物品のた
めのラッパーの拡大図を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ラッパーが虚弱形成物で破裂して、換気領域を形成する図４Ａのラ
ッパーの拡大図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００９０】
　図１に示した本発明の第１の実施形態による喫煙物品１００は、同軸配列で隣接する、
可燃性炭素質熱源１０２、エアロゾル形成基体１０４、移動要素１０６、エアロゾル冷却
要素１０８、スペーサー要素１１０、およびマウスピース１１２を備える。可燃性の炭素
質熱源１０２は、前端面１１４と、対向する後端面１１６とを有する。図１に示したよう
に、可燃性熱源１０２、エアロゾル形成基体１０４、移動要素１０６、エアロゾル冷却要
素１０８、スペーサー要素１１０、およびマウスピース１１２は、例えば、紙巻たばこ用
紙などのシート材料の外側ラッパー１１８に包まれる。
【００９１】
　可燃性熱源１０２は、ブラインド炭素質可燃性熱源であり、喫煙物品１００の遠位端に
位置する。図１に示したように、アルミ箔のディスクの形態の不燃性の実質的に不透気性
のバリア１２０は、可燃性の炭素質熱源１０２の後端面１１６とエアロゾル形成基体１０
４との間に提供される。バリア１２０は、アルミ箔のディスクを可燃性熱源１０２の後端
面１１６に加圧成形することにより適用され、可燃性熱源１０２の後端面１１６に適用さ
れる。バリア１２０は可燃性の炭素質熱源１０２の後端面１１６およびエアロゾル形成基
体１０４に隣接する。
【００９２】
　エアロゾル形成基体１０４は、可燃性の炭素質熱源１０２の後端面１１６に適用される
バリア１２０のすぐ下流に位置する。図１に示すように、可燃性熱源１０２およびエアロ
ゾル形成基体１０４は、同軸配列で隣接してもよい。エアロゾル形成基体１０４は、プラ
グラップ１２４に包まれた、例えば、グリセリンなどのエアロゾル形成体を含む均質化し
たたばこ由来材料１２２の円柱状プラグを備える。
【００９３】
　移動要素１０６はエアロゾル形成基体１０４のすぐ下流に位置し、円柱状の端の開いた
中空のセルロースアセテートチューブ１２８を含む。
【００９４】
　エアロゾル冷却要素１０８は移動要素１０６のすぐ下流に位置し、例えば、ポリ乳酸な
どの生物分解性高分子材料のシートの集合体を備える。
【００９５】
　スペーサー要素１１０はエアロゾル冷却要素１０８のすぐ下流に位置し、円柱状の端の
開いた中空の紙またはボール紙管を含む。
【００９６】
　マウスピース１１２はスペーサー要素１１０のすぐ下流に位置する。図１に示したよう
に、マウスピース１１２は喫煙物品１００の近位端に位置し、フィルタープラグラップ１
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３２に包まれた、例えば、濾過効率が非常に低い酢酸セルローストウなどの適切な濾過材
料の円柱状プラグ１３０を備える。喫煙物品１００は、外側ラッパー１１８の下流端部分
を取り囲むチッピングペーパー（図示せず）のバンドをさらに含んでいてもよい。
【００９７】
　図１に示すように、喫煙物品１００は、前記可燃性熱源１０２の少なくとも後方部分お
よび前記エアロゾル形成基体１０４の少なくとも前方部分を囲むラッパー１２６を含む。
ラッパー１２６は可燃性熱源１０２およびエアロゾル形成基体１０４の周りをしっかりと
包んで、エアロゾル形成基体に対して可燃性熱源１０２の正しい位置を維持する。この実
施例では、ラッパー１２６は、例えば、アルミ箔などの熱電導性材料で形成され、それに
より、ラッパーは、熱電導性要素を形成する。このように、ラッパー１２６は可燃性熱源
１０２とエアロゾル形成基体との間に熱橋を形成して、可燃性熱源１０２からエアロゾル
形成基体１０４へ十分な伝導性熱伝達を保証する。ラッパー１２６は実質的に不透気性で
ある。その結果、ラッパー１２６は、例えば、輸送中および保管中に可燃性熱源１０２に
よって大気から吸収される水分量を制限するため、破裂する前にバリアを形成する。水分
は、熱源の加熱性能を妨げる可能性があるので、熱源によって吸収される水分量を制限す
ることは、喫煙物品１００の性能に有利な影響をもたらしうる。実施例によっては、ラッ
パー１２６は、例えば、可燃性熱源１０２およびエアロゾル形成基体１０４の周りを包む
空気透過性の低い紙巻きたばこ用紙などの断熱性シート材料で形成されてもよい。
【００９８】
　この実施例では、ラッパー１２６は、可燃性熱源１０２の前端面１１４に隣接する前方
部分およびエアロゾル形成基体１０４の全長のほかは、可燃性熱源１０２の全長を覆う。
本発明のその他の実施形態において（図示せず）、エアロゾル形成基体１０４は、下流方
向に単一の熱伝導性要素１２６を越えて伸びてもよい。すなわち、ラッパー１２６は、エ
アロゾル形成基体１０４の前方部分のみを覆ってもよい。当然のことながら、本発明のそ
の他の実施形態（図示せず）では、ラッパー１２６を覆う１つ以上の追加的な熱伝導性要
素が提供されてもよい。
【００９９】
　この実施例では、喫煙物品１００は、その遠位端にある、および熱源１０２に直接隣接
した取り外し可能キャップ１３４をさらに備えてもよい。例えば、取り外し可能キャップ
は、熱源に比して水分を吸収するために、グリセリンなどの乾燥剤を備えた中央部分を含
んでもよく、外側ラッパー１１８の一部に包まれ、喫煙物品を囲む外側ラッパーにおいて
複数の穿孔を含む虚弱線１３６に沿って外側ラッパー１１８の残りの部分に接続している
。喫煙物品を使用するために、ユーザーは、取り外し可能キャップ１３４を親指と他の指
の間に挟んで横断方向に圧迫することで、キャップを取り外す。キャップを圧迫すること
で、外側ラッパー１１８を局所的に破断するのに十分な力が虚弱線１３６に供給される。
次に、ユーザーは、キャップをねじって虚弱線の残りの部分を破断させることで、キャッ
プを取り外す。キャップが取り外されたときに可燃性熱源１０２の前方部分は露出され、
これによりユーザーは喫煙物品１００に点火することができる。
【０１００】
　喫煙物品１００は、エアロゾル形成基体１０４の周辺の周りに１つ以上の空気吸込み口
１３８を備える。図１に示すように、周方向に配置された空気吸込み口１３８が、エアロ
ゾル形成基体１０４のプラグラップ１２６およびその上にある外側ラッパー１２０に提供
されて、冷気（図１で点線矢印によって示す）をエアロゾル形成基体１０４へと入れる。
【０１０１】
　使用時、ユーザーは、キャップ１３４を取り外し、エアロゾル形成基体１０４を加熱す
る可燃性熱源１０２に点火してエアロゾルを生成する。ユーザーがマウスピース１１０で
吸う時、空気（図１に点線矢印によって示す）は、空気吸込み口１３８を通ってエアロゾ
ル形成基体１０４の中へと引き込まれる。
【０１０２】
　エアロゾル形成基体１０４の前方部分は、可燃性の炭素質熱源１０２の後端面１１６、
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バリア１２０および熱伝導性要素として作用するラッパー１２６を通して伝導によって加
熱される。
【０１０３】
　伝導によるエアロゾル形成基体１０４の加熱は、均質化したたばこ由来材料１２２のプ
ラグからグリセリンならびにその他の揮発性および半揮発性化合物を放出する。エアロゾ
ル形成基体１０４から放出される化合物は、エアロゾルを形成し、それがエアロゾル形成
基体１０４を通って流れるにつれて、空気吸込み口１３８を介して喫煙物品１００のエア
ロゾル形成基体１０４に引き込まれた空気に混入される。引き込まれた空気および混入さ
れたエアロゾル（図１に点線矢印によって示す）は、移動要素１０６の円柱状の端の開い
た中空のセルロースアセテートチューブ１２８、エアロゾル冷却要素１０８、およびスペ
ーサー要素１１０の内部を通って下流に通過し、ここで冷却し凝縮する。冷却された引き
込まれた空気および混入されたエアロゾルは、マウスピース１１２を通って下流に通過し
、喫煙物品１００の近位端を通ってユーザーに送達される。可燃性熱源１０２の後端面１
１６上の不燃性の実質的に不透気性のバリア１２０は、使用において、喫煙物品１００を
通って引き込まれた空気が可燃性炭素質熱源１０２と直接接触しないように、喫煙物品１
００を通って引き込まれた空気から可燃性炭素質熱源１０２を隔離する。
【０１０４】
　図２Ａおよび２Ｂは、図１の喫煙物品１００の多区分構成要素１４０の概略側面斜視図
を示す。多区分構成要素１４０は、図１の喫煙物品１００の可燃性熱源１０２、エアロゾ
ル形成基体１０４およびラッパー１２６を含む。図２Ａは、可燃性熱源１０２およびエア
ロゾル形成基体１０４を囲むラッパー１２６を示す。図２Ｂは、部分的に解かれて、可燃
性熱源１０２およびエアロゾル形成基体１０４を見ることができるラッパー１２６を示す
。
【０１０５】
　多区分構成要素１４０は、その後組み立てられる喫煙物品の残りの構成要素とは別に予
め組み立てられてもよく、または１つ以上の喫煙物品１００の他の構成要素と一緒に製造
され、組み立てられてもよい。
【０１０６】
　図２Ａおよび２Ｂに示すように、第１の実施例による複数の虚弱形成物１５０は、可燃
性熱源１０２を覆うラッパー１２６の虚弱領域１６０に提供される。ラッパー１２６は、
虚弱形成物１５０で破裂可能であって、虚弱領域１６０に対応する換気領域を形成する。
虚弱形成物１５０は、ラッパー１２６上に縦横に整列した規則的なパターンで配置され、
ラッパーの厚さを貫通しない。
【０１０７】
　図２Ｃは、多区分構成要素１４０のラッパー１２６の拡大図を示す。この実施例では、
虚弱形成物１５０は、それぞれ中央の虚弱でない領域１５４から延在する複数の虚弱線１
５２によって画定される。虚弱線１５２は、多区分構成要素１４０の長手方向に対して斜
めである。この実施例では、各虚弱形成物１５０は、虚弱線１５２を含むように示され、
４本の線が、各虚弱形成物１５０がおよそ「Ｘ」形状になるように互いに横切る２対の共
線にグループ化されている。線は同様の長さなので、虚弱形成物１５０は、破裂上にほぼ
正方形の形状の開口部を形成する。
【０１０８】
　各虚弱形成物１５０は、４本の虚弱線１５２によって画定されるように示されるが、当
然のことながら虚弱形成物の１つ以上は、４本から上下する数の虚弱線から形成されても
よい。例えば、中央の虚弱でない領域から延在する虚弱形成物の１つ以上が、中央の虚弱
でない領域から延在する３本以上の虚弱線で形成されてもよい。実施例によっては、虚弱
形成物の１つ以上が、２本以上交差する虚弱線を含んでもよい。こうした実施例では、虚
弱線が、虚弱線の１本以上のどちらの端部の方に交差してもよい。交差する虚弱線は、虚
弱形成物の中央領域で交差してもよい。さらなる実施例では、１つ以上の虚弱形成物が、
所望の開口形状の周囲または周囲の一部に沿って延在する１本以上の虚弱線によって形成
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されてもよい。
【０１０９】
　虚弱線１５２は、同様の長さで示されているが、実施例によっては、虚弱線の１本以上
が異なる長さでもよい。
【０１１０】
　隣接する虚弱形成物は、円周状分離１５６によって周方向におよび前後方向分離１５７
によって長手方向に分離される。円周状分離１５６は、少なくとも約０．５ｍｍであるこ
とが好ましく、約０．５ｍｍ～約２．５ｍｍであることが好ましく、約０．７ｍｍ～約１
．５ｍｍであることがより好ましい。前後方向分離１５７は、少なくとも約０．４ｍｍで
あることが好ましく、約０．４ｍｍ～約１．８ｍｍであることが好ましく、約０．５ｍｍ
～約１．３ｍｍであることがより好ましい。
【０１１１】
　各虚弱形成物は、円周寸法１５８および長さ１５９を有する。円周寸法１５８は、少な
くとも約０．５ｍｍであることが好ましく、約０．５ｍｍ～約２．６ｍｍであることが好
ましく、約０．８ｍｍ～約１．８ｍｍであることがより好ましい。長さ１５９は、少なく
とも約０．１ｍｍであることが好ましく、約０．１ｍｍ～約２．１ｍｍであることが好ま
しく、約０．２ｍｍ～１．８ｍｍであることがより好ましい。
【０１１２】
　虚弱形成物１５０は、結果としての複数の開口部が、可燃性熱源１０２へ十分な空気の
供給を可能にし、可燃性熱源１０２から十分な燃焼ガスの通気を可能にする十分な全開孔
面積を有するように配置される。虚弱形成物１５０は、結果としての複数の開口部の全開
口部面積が、少なくとも約０．０９平方ミリメートルであるように配置されることが好ま
しく、約０．０９平方ミリメートル～約４０平方ミリメートルであるように配置されるこ
とが好ましく、約０．４平方ミリメートル～約３０平方ミリメートルであるように配置さ
れることがより好ましい。
【０１１３】
　喫煙物品１００を使用中、可燃性熱源１０２により放出される燃焼ガスによってラッパ
ー１２６に加えられる圧力は、図３と関連して以下で論じるように、ラッパー１２６を虚
弱形成物１５０で破裂させて、ラッパー１２６を貫通する複数の開口部を含む換気領域を
形成する。
【０１１４】
　図３は、使用中の喫煙物品１００の概略側面図を示す。図示の通り、キャップは、喫煙
物品の上流端から取り外されて、可燃性熱源１０２にユーザーがその上流端で火をつける
ことができるようになる。火が付くと、可燃性熱源１０２は、熱およびラッパー１２６に
圧力を加える燃焼ガスを生成する。各開口部１７０がラッパー内の虚弱形成物に対応して
いるので、これにより、ラッパー１２６を虚弱形成物で破裂させると、ラッパー１２６を
貫通する複数の開口部１７０を含む換気領域１８０を形成する。
【０１１５】
　換気領域１８０が存在するので、可燃性熱源への空気の供給は、可燃性熱源１０２の周
りをラッパー１２６がしっかりと包んでも、十分でありうる。可燃性熱源１０２がラッパ
ー１２６によって覆われる程度にかかわらず、これにより、使用中、可燃性熱源１０２が
生成する熱量に確実に著しい不都合をもたらさない。換気領域１８０はまた、可燃性熱源
１０２によって生成される燃焼ガスが複数の開口部１７０を通って逃げることができる。
これは、ラッパー１２６の背後の過度の圧力の蓄積を防ぎ、ラッパー１２６によって覆わ
れる可燃性熱源１０２の量から、ラッパー１２６と可燃性熱源１０２との間に形成される
径方向の隙間をもたらすことができ、そして可燃性熱源１０２とエアロゾル形成基体１０
４との間の相対的運動につなげることができる。このように、換気領域１８０は、　可燃
性熱源１０２がラッパー１２６によってどの程度覆われるかにかかわらず、可燃性熱源１
０２による熱の生成、熱源１０２からエアロゾル形成基体１０４への伝導性熱伝達を確保
し、その結果、喫煙物品の性能が維持される。
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　図３に示すように、可燃性熱源１０２は直径１９０を有し、量１９２までラッパー１２
６の上流端の上流に延在する。ラッパー１２６は、量１９４まで外側ラッパー１１８の上
流に延在し、その下流で量１９６まで外側ラッパー１１８によって覆われる。寸法１９０
、１９２、１９４および１９６の例示的な範囲を以下の表１に示す。
【０１１７】
【表１】

図４Ａは、図１の喫煙物品１００の代替のラッパー４２６の拡大図を示し、ラッパー４２
６は、第２の実施例による複数の虚弱形成物を有する。図４Ａに示すように、各虚弱形成
物４５０は、中央領域４５４で交差する円周方向の虚弱線４５２および長手方向の虚弱線
４５３を含む。虚弱形成物４５０は、隣接する列を長手方向にオフセットし、１つおきの
列を長手方向に整列させて、均一に列が離間した規則的なパターンで配置される。虚弱形
成物のその他のパターンも予想されることが理解されよう。
【０１１８】
　長手方向に１つおきに列が整列した隣接する虚弱形成物４５０は、円周状分離４５６に
より周方向に分離される。各列の隣接する虚弱形成物４５０は、前後方向分離４５７によ
って長手方向に分離されている。円周状分離４５６は、少なくとも約０．５ｍｍであるこ
とが好ましく、約０．５ｍｍ～約２．５ｍｍであることが好ましく、約０．７ｍｍ～約１
．５ｍｍであることがより好ましい。前後方向分離４５７は、少なくとも約０．４ｍｍで
あることが好ましく、約０．４ｍｍ～約１．８ｍｍであることが好ましく、約０．５ｍｍ
～約１．３ｍｍであることがより好ましい。
【０１１９】
　各虚弱形成物４５０は、円周寸法４５８および長さ４５９を有する。虚弱形成物４５０
はそれぞれ、円周方向の虚弱線４５２および長手方向の虚弱線４５３によって形成される
ので、円周寸法４５８は、円周方向虚弱線４５２の円周方向の長さに対応し、長手方向の
寸法４５９は、長手方向の虚弱線４５３の長さに対応する。円周寸法４５８は、少なくと
も約０．５ｍｍであることが好ましく、約０．５ｍｍ～約２．６ｍｍであることが好まし
く、約０．８ｍｍ～約１．８ｍｍであることがより好ましい。長さ４５９は、少なくとも
約０．１ｍｍであることが好ましく、約０．１ｍｍ～約２．１ｍｍであることが好ましく
、約０．２ｍｍ～約１．８ｍｍであることがより好ましい。
【０１２０】
　図４Ｂは、ラッパー４２６が複数の虚弱形成物で破裂して、ラッパー４２６を貫通する
複数の開口部４７０を含む換気領域４８０を形成する図４Ａのラッパー４２６の拡大図を
示す。図示の通り、虚弱形成物の構成により、複数の開口部４７０は、ほぼ菱形をして、
ラッパーが破裂した部分４７２は、ラッパー４２６に付着したままである。これにより、
ラッパー４２６から残屑が生成されるのを回避する。
【０１２１】
　上記の特定の実施形態および実施例を図示するが、これは本発明を限定するものではな
い。当然のことながら、他の本発明の実施形態を作成してもよく、また本書に記載した具
体的な実施形態および実施例は網羅的なものでない。
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【図２Ｃ】 【図３】
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